
（基準該当介護予防支援） 

 

重要事項説明書 

１ 事業者概要 

事業者名 公益財団法人 岡山市ふれあい公社 

所在地・電話番号 所在地  岡山市中区桑野７１５番地２ 

電話番号 ０８６－２７４－５１５１ 

 

２ 事業所の概要 

事業所名 岡山市北区中央地域包括支援センター 

所在地 岡山市北区鹿田町一丁目１番１号 

介護保険事業所番号 ３３００１０００２５ 

管理者・連絡先 センター長 藤本 美枝 

電話番号 ０８６－２２４－８７５５     

サービス提供地域 岡山市北区中央福祉事務所所管 岡輝・石井・桑田・岡北・ 

中央・御南・吉備（中学校区） 

 

３ 職員体制 

職 名 常勤 非常勤 兼務の別 合計 業務内容 

管理者 １  兼務 １ １ 統括 

保健師・看護師 １０ １ 
専任 １ 

 兼務 １０ 
１１ 

介護予防ケアプラン 

作成業務等の実施 

社会福祉士 １６ １ 
専任 １ 

 兼務 １６ 
１７ 

介護予防ケアプラン 

作成業務等の実施 

介護支援専門員 ６  
専任 ２ 

兼務 ４ 
６ 

介護予防ケアプラン 

作成業務等の実施 

その他 ２  兼務 ２ ２ 

介護予防サービス計画等

作成業務等の補助及び

必要な事務 

 

４ 営業日・営業時間 

営業日 月曜日～金曜日まで。ただし、国民の祝日及び１２月２９日～１月３日ま

でを除く 

営業時間 午前８時３０分から午後５時００分まで 

 

５ 利用者負担 

 基準該当介護予防支援については、原則として利用者の負担はありません。 

 



（基準該当介護予防支援） 

６ 事業の目的及び運営方針 

 介護保険法等の関係法令等に従い、サービス提供地域に居住する利用者に対し、可能

な限り居宅においてその有する能力に応じて、自立した日常生活を営むために必要な介

護予防サービス等が適切に利用できるよう、利用者の選択に基づいて介護予防サービス

計画（以下「介護予防プラン」という。）を作成するとともに、サービス事業者及び関

係機関等との連絡調整その他の便宜を提供します。また、事業の提供に当たっては、利

用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、公正中立に総合的かつ効率

的に提供されるよう配慮して行います。なお、介護予防サービス計画等の作成にあたっ

ては、利用者の求めに応じて、複数のサービス事業者等の紹介及び介護予防サービス計

画等原案に位置付けたサービス事業者等の選定理由についての説明を行います。 

 

７ 緊急時等における対応 

 介護予防支援実施中に、利用者の病状の急変及びその他緊急の事態が生じたときは、

速やかに主治医に連絡する等の必要な措置を講じます。また、主治医への連絡が困難な

場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じます。なお、入院するときには、担当の地域包

括支援センター名及び担当職員の氏名・連絡先等を病院・診療所にお伝え下さい。 

 

８ 事故発生時の対応 

 介護予防支援実施中に、事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族及び市町村並

びに利用者に係るサービス事業者等に連絡を行い必要な措置を講じます。また、事故の

状況及び事故に際して採った処理を記録し、その完結の日から５年間保存します。 

 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。また、

そのための損害賠償責任保険に加入します。（耐用年数経過後の器具、什器、備品等の

破損についてはこの限りではありません。） 

 

９ 虐待防止のための措置 

 利用者の人権の擁護、虐待防止のため、次の措置を講じます。 

  １ （１）虐待防止委員会の開催及び検討結果の従業者への周知徹底 

    （２）虐待防止のための指針の整備 

    （３）従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施 

  （４）虐待の防止に関する責任者の配置 

  （５）その他虐待防止のために必要な措置 

  ２ 当該事業所の担当職員又は養護者（日常的に世話をしている家族、親族、同居

人など利用者を現に養護する者）により虐待を受けたと思われる利用者を発見し

た場合は、速やかにこれを市町村に通知します。 

    また、利用者に対する虐待の早期発見のため、行政が行う調査等に協力します。 

 

１０ 成年後見制度の活用支援 



（基準該当介護予防支援） 

 利用者と適正な契約手続等を行うため、必要に応じ、成年後見制度の利用方法や関係

機関の紹介など、成年後見制度を活用できるように支援を行います。 

 

１１ 相談窓口、苦情対応 

 サービスに関する相談や苦情については、次の窓口にご連絡願います。 

相談窓口 電話番号 ０８６－２２４－８７５５ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８６－２２４－８７６３ 

相談員（責任者） 

岡山市北区中央地域包括支援センター 

センター長  藤本 美枝 

対応時間 平日８時３０分から１７時００分まで 

（土曜、日曜、祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

公的機関においても、次の機関において苦情申出等ができます。 

岡山市事業者指導課 

 

 

 

 

 

所 在 地 岡山市北区大供三丁目１番１８号 

ＫＳＢ会館４階 

電話番号 ０８６－２１２－１０１２ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８６－２２１－３０１０ 

対応時間 平日８時３０分から１７時１５分まで 

（土曜、日曜、祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

岡山市介護保険課 

 

 

 

 

所 在 地 岡山市北区鹿田町１－１－１ 

電話番号 ０８６－８０３－１２４０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８６－８０３－１８６９ 

対応時間 平日８時３０分から１７時１５分まで 

（土曜、日曜、祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

岡山県国民健康保険団体連合会 所在地 岡山市北区桑田町１７番５号 

電話番号 ０８６－２２３－８８１１ 

Ｆ Ａ Ｘ ０８６－２２３－９１０９ 

対応時間 平日８時３０分から１７時１５分まで 

（土曜、日曜、祝日、１２月２９日～１月３日を除く） 

 市町村が行う文書等の提出若しくは提示の求め又は当該職員からの質問若しくは照

会に応じ、及び市町村又は国民健康保険団体連合会が行う調査に協力します。市町村又

は国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従っ

て必要な改善を行います。 

 

１２ 秘密の保持 

（１）  担当職員は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密については、利

用者又は第三者の生命及び身体等に危険がある場合など正当な理由がある場合を除き、

その在職中及び退職後も保持します。 



（基準該当介護予防支援） 

（２）  事業所は、あらかじめ文書により利用者の同意を得た場合には、利用者にサー

ビスを提供するサービス事業者との連絡調整その他必要な範囲内で、同意した者の個人

情報を用いることができるものとします。 

 

令和   年   月   日 

 

基準該当介護予防支援に係る契約にあたり、上記のとおり重要事項の説明を受けました。 

 

利用者 氏 名  

 

代理人 氏 名  

 

家 族 氏 名  

 

基準該当介護予防支援に係る契約の締結にあたり、上記のとおり重要事項を説明しました。 

          

         事業者 事業者名 公益財団法人 岡山市ふれあい公社 

             事業所名 岡山市北区中央地域包括支援センター 

             説 明 者  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


